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千葉市教育委員会会議第11回定例会議事日程

令和元年1 1月20日 （水）

午後 2 ： 時開会

開会

会議録署名委員の指名 ・

会期の決定

会議録の承認

議事日程の決定

非公開審議の決定

報告事項

（1） 平成32年度公立学校教員採用候補者選考（二次）受験状況に
ついて‐ …．．“…1
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／ト ，

令和元年度前期ライトポート．グループ活動諸行事について

(2)

(3)

.･･ ･ ･…・ ・も、 5

［教育センター］

（4） 椎名公民館の利用中止について …･･･… 7

［生涯学習振興課］

8 議決事項 j
議案第48号令和元年度末及び令和2年度公立学校教職員人事

異動方針について ………、 9

［教育職員課］

；議案第49号令和元年度補正予算について …"…13

［学校施設課・保健体育課］

； 議案第50号千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年
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報告事項（1）

平成32年度公立学校教員採用候補者選考(二次)受験状況について

育
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校種｡教科等 募集人員(名） 志願者数(名） 1次選考合格者数 2次選考合格者数 倍率(倍） 昨年度

小学校． 約710 1,985 1，511 870 2.3 2.5
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報告事項（2）

令和元年度千葉市中学校音楽発表会について

学校教育部教育指導課

1 目的 情操教育の一環として、全市立中学校及び市立養護学校参加による音楽発

表会を開催し、 日常の学習成果を発表し相互に鑑賞するこ､とによって、音楽学

習への意欲と関心を高め､中学校音楽教育の振興と向上を図る。
も

2実施概要

(1‘） 日時 10月24日（木）午前:Aグループ、午後:Bグループ

25日（金）午前:Cグループ、午後:Dグループ(荒天のため中止）

（2）会場千葉市民会館大ホール

（3）参加校市立全中学校。市立養護学校42校（56校） “

※（ ）はDグループを含んだ校数等。以下、同 「

3 内容

§
（1）開会

（2）主催者挨拶～

（3）,来賓？講師紹介

（4）全員合唱 「千葉市歌｣ 『夢の世界をJ

(5)各校の演奏発表 ； ′ 〔心’

（6）全員合唱 千葉市イメージソング「心の飛行船」

（7）講評

（8）全員合唱一 「大地讃頌｣ ‘※講評の指導を踏まえての合唱

（9）閉会

〔心を一つにしたクラス合唱〕

4 ，演奏内容 一 ‘合唱40校（5．4校)、合奏2校

出演の形態

学年・学級

部活動

有 志

全 校

その他

5

35校（48校) , ‘

2校※吹奏楽1校合唱1校

3校（4校）※合唱コンクール実行委員会等
． ］

1校

1校※お難子

、 I

？

I

6 主な演奏曲 「大地讃頌｣、 「虹｣、 「青空｣、 「ふるさと」等

約1640名（約2200名）

約620名 I
7 参加数（2日間合計） 生徒

保護者

3
）
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報告事項（3）

令和元年度前期ライトポート･グループ活動諸行事について

教育センター

1 ジョイントハイク

（1） 日時令和元年6月19日 （水) 9:30～15:00

（2）場所Qiball (きぽ－る) (千葉市中央区中央4丁目5番1号）

（3） 目的各IjPとグループ活動をつなぐ第1段階として、児童生徒間の親睦を深める6

(4)参加者“名(LP44名小･中グﾙｰプ活動20名)参皿竝象査旦2全疹茄奉雨－m

（5）主なプログラム

自由見学・プラネタリウム・交流活動（子修

（6）まとめ

実施後の自己評価によると 「自主性」 と「課

題解決能力」が他の項目より低い｡今後､,活
動内容を工夫､改善する。

(子供交流館）
一一
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疹茄署万感風
○昨年よりもさらに自分を出せるようになった

ためか、すごく楽しかつたです。友達ともたく

さん話せて、仲が深まりました。 ． 、

○初めてのジョイントハイクで最初は不安でい

っぱいだったけど､自由見学でも交流会でも心
から楽しめました。交流会では、練習以上の発

両表もできました。

I

識叡夢溌 ４
１
．
口
・
３
喰
涙
Ｉ
Ⅱ

F
J

I

2:スポーツフェスタ

（1）日時令和元年9月.11日 （水） 12:00～15:00

－ （2）場所千葉市子供交流館(Qiball内千葉市中央区中央4丁目5番1号）

（3） 目的スポーツを通して各LPとグループ活動の交流を深め、仲間同士の団結力を高め

･る。 、

：台風15号の影響により中止。
／

3第1回長柄ジョイントキャンプ
（1）日時令和元年10月9日 （水）～11日 （金) 2泊3日

（2）場、所千葉市少年自然の家

(､3） 目的自然の家に2泊3日宿泊することで､) 自然や仲間との触れ合いや親睦をさらに深
める中で、仲間のよさや自分のよさを発見する。

.（4）参加者及び参観者

○参加者35名(小学生6名中学生29名)参皿竝皇宣致_型_全廓軍丙列

○視察・参観者32名（教育委員、原籍校の校長・教頭および学級担任など）

）
5

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 ,中3 計．

男子 ２ 2 4 5 2 11 10 36

女子 1 ２ 1 2 11 11
上些 28

計 0 1 2 4 5 5 4 22 21 64

小1 小2 小3 小4． 小5 小6 中1 中2 中3 計一

・男子 3 2 7 ‐ 6 18

女子 1 3 ． 5． 8 17

計 0 0 0 、 1 3’ 2 ､3 12 14 35



（5）主なプログラム

1

（6）まとめ

・小学4年生から中学3年生までの縦割りグループを結成し､仲間と協力して活動に参加する‘

ことができた｡中学生が小学生を優しく見守ったり、小学生が中学生を手本に活動したり、

異学年グループならではの温かい交流が見られた。

・グループごとの活動の時間を多く設定したことにより、話し合いをもとに協力して活動する
姿が多く見られた。また活動を通して互い

のよさに気付くことができた。

･最終日は一人一人がキャンプを振り返り《

自分の思いや.グループのメンバーへのメッ

セージを書く時間を設けた。集中して書く
様子から、また書かれた内容から、 自分や
仲間と向き合って充実した3日間を過ごし

たことがうかがえた。

･ジョ'インキャンプ実施後の自己評価の結果

を見ると、ジョイントハイクの時より 「課

題解決能力」が0.3ポイント、 「仲間」 「思

いやり」がそれぞれ0.2ポイントずつ上昇し

・ている。

２
４
８
６
４
２
３
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識叡拶ゞ識『

』

嗣感詞
・自分のしている行動が皆の役に立っているのが実感できてうれしかった。

・自分から勇気をもって話しかければ、必ず返してくれることに気づけた。

･活動班がとても面白く楽しかった。人間関係が苦手だったが､ 3日間いると楽しく感じた。
･人の前に出ることは嫌いだが､ リーダーをやって最後はやってよかったと思えた。 自分らし

くfみんなが楽しく、居心地がよい環境づくりができたと思う。

4後期のジョイント行事の予定 ，

（1）イオン職場体験 令和元年11月5日

（2）カンドウー仕事体験 令和元年ll月21日

（3）ジョイントフエスタ ． 令和元年12月6日

（4）第二養護学校職場体験 令和2年1月27日

（5）第2回ジヨイントキヤンプー令和2年2月12日

（火）～11月7日 （木） 、

（木）

（金）

（月）～1月28日 （火）

（水）～14日 (金】

一

1

1 0

6

1

1日目 2日目 3日目

出発式・入所式
､ﾛ

出会いのゲーム ノ

フリーチョイス（クライミングウォール・バスケッ

トボール・室内ゲーム・ナイトハント・天体観測)

朝の散歩

巨大ハンバーガー作り

グループタイム

キャンドルサ－ビス

振り返りタイム

別れの集い

退所式・解散式 ‘



報告事項（4）

I

椎名公民館の利用中止について

､

生涯学習部生涯学習振興課

踵令

令和元年10月25日の大雨により、椎名公民館（千葉市緑区富岡町290－1）の裏

手崖に土砂崩れが発生したことから､安全の確認ができるまで､当分の間、公民館の利用
を中止することとしましたので、報告します。

経過

10月25日

10月26日

1

避難所開設

土砂崩れの確認、避難所閉鎖

公民館､子どもルームの利用中止(子どもルームは椎名小学校内で実施）

建設業者による応急復旧措置の実施(概ね11月末には作業が完了する

予定）

1

11月8日～

2公民館の利用についてミ

(1）土砂崩れの発生後､専門家による安全の確認ができるまで、当分の間、公民館の利

用を中止し､公民館にその旨掲示するとともに<ホームページでも周知した｡

(2)今年度末までの見込みでく椎名公民館職員による利用団体の利用調整を実施してい
る（主に近隣の公民館との調整や、学校休業日の椎名小学校特別教室の開放を実施｡
現在のところ、椎名小の利用希望は無し)d

I

3今後の対応 ：

、応急復旧措置の完了後、専門家による安全確認を実施する。

安全の確認が取れた場合は公民館の利用を再開するが、安全の確認が取れない場合はく

崖の所管課などの関係課と本格的な工事実施について協議を進めたうえで､改めて安全

の確認が取れるまで利用を中止する。

影響の範囲

平成30年度利用人数： 11， 3:46人

平成30年度登録クラブ.ｻ－クル団体数

4

32団体(会員140人）
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議案第48号

令和元年度末及び令和2年度公立学校教職員人事異動方針に

ついて

令和元年度末及び令和2年度公立学校教職員人事異動方針について、

次のとおり定めるものとする。
／

0日提出
、

千葉市教育委員会教育長磯野和

令和元年11月2

美

r ,

I

､

、

、

イ

〆

1
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令和元年度末及び令和2年度公立学校教職員人事異動方針 、

千葉市教育委員会

令和元年度末及び令和2年度における公立学校教職員の人事異動は、本市教育の一層
の振興を図るため、各学校が校内組織を活性化し、今日的な教育課題に積極的に取り組

むとともに、市民に信頼される学校づくりや特色ある学校づくりの推進に資するよう、

次の方針によって行う。

※教職員：学校に勤務する正規職員から技能労務職員を除いた者 、

テ

I

第1 一般方針

1 心身ともに優れた人材の確保〈教職員の資質の向上を図るとともに、教育効果を高

め、調和的な学校運営が行われるように適材適所の人事を推進し、教職員構成の適正

化に努める。

2 学校間の教職員の過不足を調整し､学校種別の特性に即応する教育体制を強化する

ため、全市的な視野に立づて広域にわたる計画的な人事を積極的に推進する。

3 学校運営の充実・刷新を図るため､管理と指導に優れた適任者の管理職への登用及

び配置に努める。

4 障害のある教職員については、千分に配慮した人事配置に努める。

5 千葉県内市町村及び県立学校との交流については､千葉県教育委員会と協議のもと

実施する。

Ⅱ 1

第2， 実施要項

1 ‘適正配置について ‘

(1) 本市教育の課題解決をめざす立場から、意欲溢れた適任者の配置に努める。

‐(2) ．教科指導及び生徒指導の一層の充実を期するため、小・中・特別支援学校間の需

給の状況を分析し､"小・中学校間、小・中学校と特別支援学校間の積極的な配置換

えを行う。特に、小学校での教科指導や生徒指導の充実を図るため、中学校教員の

。小学校への計画交流をより積極的に行う。

（3） 特別支援教育の振興を図るため、意欲溢れた適任者の配置に努める。

（4） 市立稲毛高等学校附属中学校の教育の振興を図るため、意欲溢れた適任者の配置

に努める。

(5) 次の者については、強力に配置換えを行う・

ア同一の学校又は同一の区に永年勤続する者‘

イ 学校の配当定数、教科担当者数の調整上必要のある者

ウ勤務実績を検討し、配置換えを必要とする者

（6）市立高等学校については、県教育委員会の「公立高等学校職員人事異動実施細

目」に準じ、適正配置に努める合。

ﾉ

10
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(7) 教職員と．しての適格性に乏しく､勤務実績の上がらない者等勤務に支障のある者
I ‐

〃 ゞについては､降任又は退職を積極的に求める。 - ・

(8) 学校組織の一層の充実を図叺、 円滑な運営に資するため、必要に応じて、主幹教
皇 諭を配置するも

(9) 指導が不適切である教員については、 「教育公務員特例法第25条の規定に基づ

く指導が不適切である教諭等の認定の手続き等に関する規則」に定めるところによ

り、積極的に対応する｡ ：

、

2広域火事について￥､
1 ' ．

(1) 小・中・特別支援学校における教職員構成の不均衡を是正し、人材の育成を図る

ため､県内市町村立学校及び県立特別支援学校と、他の人事異動及び新規採用に優
先して計画的に人事交流を行う。

（2） ％市立高等学校については、年齢構成上の不均衡及び同一校勤務の長期化等を是正

し、教職員構成の適正化を図るため、千葉市立高等学校以外との人事交流を推進す

る．。また'、中・高との連携につ､いても配慮する。

3 管理職への登用等について ＃

',(1) 大幅交替期を踏まえ＄特に責任感と管理能力、識見、勤務実績等をより一層重視

′ し、全市的な視野に立って適任者の登用に努める。

X2) :教頭の登用（選考）はく原則としで相異なる地域(A・BqC)の学校に勤務し

『 た経験を有することを要件とする。

（3‘)′原則として、同一校昇任は行わない。

（4） 女性教員の管理職への登用を積極的に推進する。

【5） ‘管理職の希望による降任を認めるb

ｰ

′ ･

4 ‘主幹教諭への登用等について

-(1) 教員としての経験、識見、勤務実績等を踏まえて､全市的視野に立って適任者の
‘ ・登用に努める。 、 i

’ ． ’ ‐： ， ，

（2） 主幹教諭の希望による降任を認める。
｡ 《

． ノ ． ､

5 新規採用職員の配置について

L(1)、児童生徒数の変動等を見通しながら、教職員採用の調整を行う。

…(2)新規採用教職員の配置は､学校間の均衡を考慮して、全市的な視野に立？て計画
的に行う｡"

1 . ’ 1 ， ｡ 1 1 ＋ 戸 ． 』

6 再任用教職員について 、 i
"(1) 「千葉市職員の再任用に関する条例」 lの定めるところにより､I意欲と能力のある

『 人材を再任用するb

（2） 配置については､学校及び地域の実情等を踏まえて、計画的に行う。 ”
』1 ．

-イ

f

ｒ

1 1

卜

11



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

案説明

令和元年度末及び令和2年度公立学校教職員人事異動方針を定める

ことについて、千葉市教育委員会組織規則第8条第4号の規定により

議

議決を求めるものであります。

｝

I

､

ﾉ

12



議案第49号

令和元年度補正予算について

令和元年度補正予算を定めるこ（

申し出るものとする。

と

ノ

次のとおり市長にについて、

ザ

令和元年1 1月 20日提出

千葉市教育委員会教育長

ノ

磯 美和野

､

《

1

〆

ノ

マ

13

心



令和元年度補
Eレベータ設置

1 エレベータ設置
L

(1)繰越明許費の設定について
ク

ア． 補正理由 I

階段昇降に困難を伴う児童生徒が就学している学校へのエレベータ設置事業について､令和元年度当初予算に
より執行を予定していたが､今年度は例年になく首都圏における建築需要が高く､設置工事に必要な技術者等の
不足から入札不調が続いており､今年度内に設置を完了することができなくなったことから繰越明許費を設定する。

財源内訳 工事請負費： 298,630千円

｜‘"1篭剛騨W11
2給水設備改修

(1)債務負担行為の設定について

ア､ 補正理由

令和2年度実施予定の給水設備改修工事については､夏休みに集中して作業を行わなければならないため､入
札不調があった場合でも適正な工期が確保できるよう､今年度内に工事を前倒し発注するための債務負担行為を
設定する。 ′

》

(、

ノ

I
I

14

。事業名 項 金額
、

内容

し

エレベータ設置

訂

小学校費

〆

；298,630千円
L

d

小学校6校
(稲丘小､臺町小､小倉小､柏台小、
大木戸小､朝日ケ丘小） 、

「

事業名

I

q

期間

I

限度額 、. 内容ノ

,

J 1

Ⅱ

｣

各種改修(給水設備改修）

ｸ

令和2年度 61,000千円

､ 画

小学校2校(こてはし台小､小中台南小）

令和元年度
給水設備改修工事に係る契約締結

令和2年度 『
給水設備改修工事



I

令和元年度補正予算について
(大宮学校給食センター維持管理運営長期包括委託） ！

学校教育部保健体育課

1補正理由

令和2年3月末で現PFI事業期間が終了となる大宮学校給食センターにおいて、 4月以降も継続し

て学校給食を提供するため、調理や配送等の運営業務及び施設の修繕等の維持管理業務を行う次

期事業者と、本年度中に長期包括委託契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定

する。

－ 1

1

I

I

ﾉ

」

15

事業名 期間 限度額 ‘ 内容I F

大宮学校給食セン
ター維持管理運営
長期包括委託

' 1

令和2年度～

Ⅱ

令和11年度

ｂ

〃
Ｊ
ｆ

辞
．
’

￥

0

4,855,218千円に

物価変動による増
減額並びに消費税
及び地方消費税を
加算した額の範囲
内

』

5

･運営費（調理、配送等） 、
･維持管理費（建築、調理設備保守等）

ゞ ・修繕費,(設備修繕、機器更新等） ．
､その他経費(SPC経費等）

0



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説一明

一 令和元年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、

千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定により、議決を

‘

求めるものであります。

I

、

』

I

〈

ノ

1

I

、

16



議案第50号‘

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年度任用職員の給

与その他の給付に関する条例の一部改正について:

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年度任用職員の給与そ

の他の給付に関する条例の一部を改正する条例を次の'とおり制定するよ

う市長に申し出るものとする｡、

：令和元年11月20日提出

千葉市教育委員会教育長磯，野，和美

千葉市条例第 号

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年度任用職員の給

与その他の給付に関する条例の一部を改正する条例

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）
夢 』 令

く

号）の一部を次のように改正する。

別表第2を次のように改める｡

メ

､

、

、 f

、

む

卜

17



坐

1

、

別表第2

教育職給料表

６
８
９

０
０
０

４
４
４

０
０
６
Ｅ

３
０
０
０

０
０
０
０

判
、
扣
卯
、

面
１
ｑ
〕
倶
凹
Ｃ

、
ソ
ｑ
ゾ
内
切
口

０
０
０
６

０

０

０

．

０

３
９
８
３

０
０
０
６

０
０
０
０

４
５
６
８

１

■

ク

９

■

５
７
９
１

フ
ｆ
ｌ
守
ｒ
ｌ
Ｉ
『
ノ
ー
『
Ｋ
山

〃
色
Ａ
ｑ
４
Ｌ
鹿
●
〃
０
お
』
哩

砧
Ｊ
〔
ｎ
Ｊ
《
へ
Ｊ
伊
肉
Ｊ

０
０
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

３
２
５
９

６
℃
Ｏ
Ｅ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
４
６
８

７

■

〃

，

凸

秒
白
幻
、
五
曇
《
句
』
「
Ｋ
〃

皿
刈
兀
犯

０

０

０

．

６

０
．
０
０
０

６
６
４
２

，
７
９
二

７
９
１
３

Ｆ
ベ
ゾ
へ
【
』
７
－
７
１

０
０
０
６

０
０
０
０

７
９
１
３

し
応
漁
』
戸
０
Ｍ

○
へ
Ｈ
Ｊ
へ
明
》

1

０
０
０
０

０
０
“
０
０

５
９
３
６

１
１
７
■

３
３
１
２

０
６
０
６

０
Ｏ
Ｏ
０

３
９
６
５

Ｌ
３
臥
臥

０
０
ｔ
ｔ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

０
３
７
９

１
８
，
．

１
３
５
７

３
８
８
３

ｎ
Ｎ
〕
し
《
Ⅲ
Ｕ
ｂ
ｎ
Ⅲ
〕
ハ
ｕ
Ｕ

ｐ
０
０
０

９
１
１
１

Ｆ
Ｐ
Ｐ
《

４
７
９
１

叩
色
Ｆ
し
（
殉
』
鈩
叱

句
叫
ゾ
へ
部
》
八
吋
〕
内
山

０
０
０
０

０
０
０
０

０
ｑ
Ｊ
ｎ
〕
７

６
０
０
咽

０
０
‘
０
０

９
３
７
１

９
Ｆ
ｑ
凸
Ｆ
９
ｒ
－

、
う
－
３
年
ひ
へ
部

戸
Ｌ
毎
己
Ａ
４
限

、
ず
へ
り
、
ず
ａ

０
０
０
０

０
０
．
，
０
０

３
４
３
３

ｕ
し
目
）
〔
恥
』
戸
ｈ
Ｌ

１
Ｊ
八
Ⅱ
』
へ
■
』
へ
』

６
６
喝
嘔

０
０
０
０

３
６
８
１

別
叫
Ｌ
乱

８
０
ｑ
》
ｆ

９
０
０
０

０
６
Ｏ
ｆ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

４
９
４
１

０
０
Ｏ
Ｏ

Ｏ
０
ｔ
、
０
０

２
４
７
８

７
Ｊ
，
垂

、
１
Ｊ
句
〃
鐸
冷
斗
公
《
内
山

０
０
Ｏ
ｆ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

３
９
６
Ｒ

１
Ｌ
３
乱

１
１
Ａ
９
弓
Ｉ
Ｃ

則
〕
、
け
へ
プ
圃

Ｅ
Ｃ
Ｃ
６

ｎ
Ｕ
昼
ｍ
Ｕ
印
八
叩
》
〔
Ⅲ
〕

９
６
１
６

０
６
６
６

０
Ｏ
Ｏ
０

０
２
５
８

出
Ｌ
凱
夙

ｒ
し
Ｆ
ｕ
、
厚
し
１
が
Ｌ

０
０
㎡
０
０

２
４
７
０

１
，
Ｆ
二

月
４
▲
戸
乱
』
《
ｎ
Ｊ
向
罰

Ｃ
Ｏ
Ｏ
ｔ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

９
８
７
６

１
リ
ヲ
ニ

『
３
『
ゴ
へ
』
ワ
画

０
０
０
ｔ

０
０
０
．
０

３
９
２
９

３
ｐ
，
。

８
０
３
５

Ｊ
１
１
１

ハ
Ⅲ
Ｕ
ハ
Ⅷ
ｖ
Ｉ
《
Ⅱ
〕
ハ
ー
咄

０
，
０
０
０

３
７
３
０

６
０
Ｏ
ｆ

０
０
０
０

５
３
２
１

脇
ａ
Ｌ
ａ

４
ユ
４
文
Ｆ
Ｄ
一
う

贈
ソ
《
Ｕ
ぐ
上
９

蝿
独
牲
“

０
０
０
６

０
》
０
０
０

２
２
２
１

ア
リ
，
二

八
丈
《
句
〉
へ
Ｈ
》
ｎ
Ｍ

Ｉ

『

６
６
ｔ
ｒ

０
０
０
０

５
０
６
１
１

＆
Ｑ
Ｌ
乱

３
１
１
１

０
０
０
０

０
０
．
０
０

９
７
４
３

兆
．
（
軸
．
ヘ
斑
１

０
０
．
０
０

０
０
０
．
０

８
６
４
３

０
０
．
０
Ｃ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

６
６
８
０

３
７
，
唇

７
９
１
４

０
６
０
‘
ｔ

０
０
ゞ
０
０

９
５
１
７

Ｌ
４
Ｚ
乱

０
０
０
０

０
０
，
０
０

Ｉ
４
１
９

口
も
．
ノ
生
Ｊ
Ｆ
卜
Ｌ
ゲ
レ

避
狸
製
佃

６
０
０
０

０
Ｏ
Ｏ
０

６
３
８
６

０
６
，
０
０

０
０
０
３

０
０
ｔ
ｆ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

８
９
０
Ｏ

ａ
Ｚ
Ｑ
２

３
３
４
４

０
０
Ｃ
Ｅ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

２
９
４
《
０

，
，
引
一

Ｚ
４
７
０

４
△
列
士
４
４
－
罰

１
月
Ｉ
Ｒ
）
＄

避
製
？
翌
“

ｌ
ｑ
ｗ
４
４
Ｆ
Ｌ

ｑ
‐
《
○
戸
０
内
０

I

６
０
０
ぐ
ｆ

０
０
０
０

５
０
３
９

ａ
ｑ
Ｌ
２

ｍ
３
『
Ｉ
フ
ー
７

９
９
０
ｔ

４
４
５
５

４
４
，
４
４

０
０
０
ｔ

０
．
０
０
０

０
０
０
Ｃ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
９
９
８

Ｆ
ｐ
，
。

４
５
７
９

４
４
４
４

０
・
》
０
０
０

０
．
０
０
０

７
３
９
５

，
ヶ
‘
』

７
９
０
２

６
０
ｔ
ｆ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

４
９
４
７

，
，
Ｆ
・

リ
ム
川
工
１
７
１
『
』

０
０
Ｃ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
４
８

▼
ｂ
二

４
－
，
５

Ｃ
Ｃ
Ｃ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｉ
８
５

職員の

区分。

務
級

職
の

号給

1 ． 級

給料月額

2 級．

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額



’

ノ

、

夕

０
，
０３

Ｆ
８７３269,100 356;4002395100 452,70044

０
０
０
０

０
０
．
０
０

１３５５１壷，Ｐｐ

ｑ
Ｉ
Ｌ
、
く
》
Ｆ
ｎ
ｖ
ｊ
ワ
〃
０

句
〃
０
再
Ｊ
’
匂
〃
‐
’
旬
″
皿

の
〃
〕
《
ソ
白
。
（
ソ
“
の
／
》

ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｖ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
・
ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
、
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｆ
“
ｎ
Ｖ
ｎ
Ｕ
ｎ
〉
ハ
Ｕ

の
乙
Ｑ
》
、
畠
Ｒ
〉
ノ
ｎ
Ｕ
Ｆ
ｂ
ざ
上
旬
ｆ

Ｆ
ｐ
Ｊ
Ｆ

７
１
１
Ｆ

《
又
〉
ｎ
判
》
、
Ⅱ
▲
、
〃
臼
。
４
４
《
戸
隠
Ｕ
‐
『
〃
Ｉ
◆
（
×
）

Ｆ
ｎ
ｕ
戸
【
》
“
〈
ｈ
〉
《
院
Ｕ
小
Ⅱ
．
ｊ
ｊ
ｐ
・
《
恥
）
〈
ｈ
Ｕ
（
院
Ｕ
〈
齢
Ｕ

の
冬
》
ｎ
く
り
冗
冬
》
。
、
く
り
『
‐
、
冬
》
、
く
Ｕ
ハ
ペ
リ
、
く
》

０
０
０
０

０
０
０
０

７
３
９
４

Ｆ
９
Ｆ
，

９
１
２
４

７
８
８
．
８

３
３
３
”
３

453,200

4532700

454,200

454,700

５
．
６
．
７
．
８

４
ゞ
・
４
４
４

240,900

242,500

243.900

245,500

〆

279,700

2Bli700

283,600
F c

285,600

９
０
１
２

４
５
５
？
５

246,?800

248,.300

249,800

251,300

０
０
０
０

０
．
０
０
０

８
３
８
２

Ｆ
日
Ｆ
１

５
７
８
０

８
８
８
９

３
３
３
３

455,200
9

０
０
．
０
０

０
０
０
０

２
７
１
６

９
１
ア
ー

２
３
５
６

５
５
５
５

２
２
２
２

０
０
０
０

０
０
０
０

３
７
０
．
５

７
９
，
，

７
９
２
４

８
８
９
９

２
２
‐
２
２

370, 100

37･I;600

373, 100

374,600
ダ

376,100

377,500

378,900

,380,200

391,.400

392,700

393,800

394,900

３
４
５
６

５
５
５
５

門

2963500

299,000

301;300

304;000

７
８
９
０

５
５
５
６

０
０
０
０

０
０
０
０

６
‐
０
３
６

，
Ｊ
Ｚ
９

７
，
９
０
１

５
５
６
６

２
２
２
２

０
０
０
’
０

０
０
０
０

３
５
７
０

Ｆ
〃
９
日

６
７
．
８
０

９
９
９
０

３
３
３
４

I

０
０
０
０

０
０
０
」
０

４
８
３
６

．
Ｐ
分
砂
タ

ハ
。
（
×
）
１
４
Ｑ
Ｊ

ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
。
１
上
１
４

Ｑ
》
ヘ
ペ
〉
ハ
く
〉
、
１
ハ
ベ
ゾ

61

62

63

64
凸

０
０
０
０

０
０
０
０

９
９
２
３

り
Ｆ
Ｆ
Ｆ

２
３
．
５
６

６
６
６
６

２
２
２
２

381, 100

382,300

383,500

384,600

401,200

402,200

403,600

404,900

I

1

267,400

268ｳ900

270,300

271,700

０
０
０
０

０
０
０
０

８
０
１
．
３

，
，
９
７

５
８
０
２

１
１
２
２

３
．
３
３
３

406jlOO

407,200

408,400.

409,500、

385,500

386,700

387,700

388,800

５
‐
６
７
．
．
８

６
６
６
６

ローq一

Z

９
０
１
２

６
℃
７
７
７

273,400

274,900

276,400

277,800

324,200

32a300

328,.400

330,400

０
０
０
０

０
０
０
．
０

０
‐
０
１
３

，
ｐ
刷
り

０
１
２
３

９
９
９
？
９

３
３
３
．
３

410,500

411,700

412,.900

411,100

I 一

＃

３
４
５
６

７
７
７
，
７

０
０
０
０

０
０
０
０

８
１
４
６
７
，
，
，

８
０
１
２

７
８
８
８

２
２
．
２
ｆ
２

332,.500

33型,600

336,800

339,000

０
０
０
．
０

０
０
０
０

３
４
５
．
６

９
，
，
，

４
５
６
１
７

９
９
９
９

３
３
３
３

414,700

415,500

416,200

416,700

〆

／

』

]

７
８
９
０

７
７
７
８

、
６
■ 283,800

285,000

286,200

287,400

340,700

342,600

344,300

346,100

398,500

399,400

400,400

401,400

417,000

417,400

417,･800

418ｳ200
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８
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．
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３
３
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０

０
０
０
０

２
０
７
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９
Ｆ
１
．
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５
６
６
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０
０
０
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０

４
４
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．
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５
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Ｚ
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．
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０
０
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０
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０
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０
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０
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０
０
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備考

1 この表は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭

その他の職員（特定任期付職員を除く。 ）で人事委員会規則で定めるものに適用する。 ・

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に

7,500円を加算した額とする。

』

ｒ
‐
ノ

ノ

'

（

ノ h
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、

（千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改

正）

第2条千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令

和元年千葉市条例第30号）の一部を次のように改正する。

別表第2を次のように改める。

､

｡、

'

〆

｣

I

ノ

ノ

22



｝

別表第2．

会計年度任用職員教育職給料表

備考． この表は、小学校、中学校、特別支援学校又
は高等学校の助教諭その他の職員で規貝ﾘで定める
ものに適用する。

､

ノ

I

ﾉ

1

23

務
級

職
の 1 級

号給
』

給料月額

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿
哩
、
過
腔
・
咽

161,400

162,.900

164,400

165,900

167W600

・ 169,β00

171,400

173,200よ

174, |900

177,100

179,100
､

､ 181, 100. ､

0

･ 183,.100

185,300

187,500

円



’

／

、

１

附則

（施行期日等） 、

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関
辱 I

する条例（附則第3項において「改正後の給与条例｣ という。 ）別表
イ ‘

第2の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規

定は、 ゞ令和2年4月1日から施行する。 ‐ ′
／ , 、

(給与の内払）

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては､ :改正前の千葉

市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

、 （委任） ：

3 前2項に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項は、

､人事委員会が定める。

Ｊ
＃

I

｛

1も

へ

緋
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「

～～～～～～～～～～～～.～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

イ

案説明

人事委員会の勧告に基づき、教育職の職員の給与を改定するため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、千葉市教育

委員会組織規則第8条第6号の規定により議決を求めるものでありま

議

す。

I

■

0

〆

「

b
一
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令和元年11月20日

令和元年千葉市教育委員会会議第11回定例会

[参考資料］

議案第50号関係 1● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ．● ● ● ● Q ● ● ●

、



議案第50号関係参考資料

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する

条例の一部を改正する条例の制定について（議案第50号）

教育総務部教育給与課

1 議案の趣旨

人事委員会の勧告に基づき、教育職の職員の給与を改定するため、条例の一部を改正す

るよう市長に申し出るものである｡

I~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~．．~~~~~~~~~~~ー~~~~~~~~~~~~･~~･~~･~~･~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~･~~. ~~ーーー~~一一.~~~‐可

| 【参考】令和元年職員の給与に関する報告及び勧告(R元10.4千葉市人事委員会) |
I 教育職給料表については、行政職給料表との均衡を基本に引き上げること。 、 ‘

U ． 〃.r

L－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一－－－－－－－ョ

I ！

‐ ， ／

2議案の概要

（1）給料月額の改定
l ・

教育職給料表について､行政職給料表の改定状況を考慮して、初任給は1,200円引き

ﾉ

上げる。これを踏まえ、 20歳台半ばまでの職員が在職する号給について改定する。

~~----~~~~~--~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--~~~~~~~~----~~~~--F~~~~1
1 【参考】行政職給料表の改定内容 ’

| 上級試験(大学卒業程度)に係る初任給を,,000円､初級試験(高校卒業程度) ｜
|に係る初任給を1,500円引き上げる｡これを踏まえ､20歳台半ばまでの職員が在職’

I

|する号給について改定する。
,-------‘----.---,-------－－－－－－－－－．.ｰｰ-－－___________:___=_.___=__L___=_________-______4___!

ﾉ

I

（2）会計年度任用職員の給料月額の改定 ’

一般職の正規職員の改定に準じて給料表を改定する。

3施行年月日

（1）千葉市職員の給与に関する条例の一部改正

公布の日 （平成31年4月1日適用） ’

I

（2）千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正一

令和2年4月1日
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新旧対照表

（千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関す

る条例の一部改正）

千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号）の一部を次の第1条千葉市職」

ように改正する。
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第2条千葉市会計年度任用職員の給与そ

第30号）の一部を次のように改正する。

千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令和元年千葉市条例
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I

備考改正箇所は、下線ｶﾐ引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

’ この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関する条例(附則第

． 3項において「改正後の給与条例」 という｡）別表第2の規定は平成30年4月1日から

適用する。ただし、第2条の規定は､令和2年4月1日から施行する。

（給与の内払)

2改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の千葉市職員の給与に関

する条例の規定に基づいて支給された給与はく改正後の給与条例の規定による給与の内

払とみなす。

（委任）

‐ 3前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め
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教育委員会会議第11回定例会座席表

11月20日

中野教育長職務代理者

'

1

総務課
総務班
主査

総務課

課長補佐

教育総務

部長
教育次長

学校教育

部長
生涯学習

部長

総務課長 学事課長
生涯学習

振興課長
中央

図書館長

企画課長
教育指導

課長
教育支援

課長
文化財

課長

教育職員

課長
保健体育課
担当課長

保健体育

課長

教育
センター

所長

教育

センター
主任

指導主事

養護教育
センター

所長

教育給与

課長
1

学校施設

課長
経理班
主査

総務班 総務班


